
市町村税滞納ぼく滅月間2015
あなたの税が未来を拓く 問収納対策課　　（２３）８７０３　　１階

◆県内一斉の取組
３～５月を「市町村税滞納ぼく滅月間 2015」として、県と
の協働により、県内一斉に徴収の強化に取り組みます。

◆市税は納期内に納付を
市が提供する、福祉や教育をはじめさまざまなサービ
スは、市税が主な財源の一つです。市税の滞納は、市
の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことに
なりかねません。そして何より、納期内に税金をきち
んと納めている大多数の皆さんとの公平性を欠くこと
になります。また、督促状の送付などの経費に余分な
税金を使うことにもなります。

◆差押えを強化
そのため、市では、収入や財産がありながら市税を納
付しようとしない滞納者に対しての滞納処分（差押え
など）を強化しています。
税金を納期限までに納めなかった方には、まず督促状
が送付されます。この督促状が発送された日から起算
して 10 日を経過した日までに、その税金を完納しな
かったときには、市は滞納者の財産（預貯金、給与、
生命保険、不動産、自動車、動産等（電化製品や美術
品など））を差押えなければならないことが法律で定め
られています。
財産調査の一つに、滞納者の自宅などの「捜索」があり
ます。捜索とは、税を徴収する職員に認められた権限
で、裁判所の令状は不要です。捜索時に発見された財
産は、差押えされます。自動車のタイヤロックを行う
場合もあります。タイヤロックとは、差押えた自動車
を運行、使用させないための措置で運行不能状態にす
るものです。

◆事情がある場合は相談ください
病気や失業、事業の廃止、災害にあったなど、やむを
得ない理由で一時的に税金を納期内に納めることが困
難な方は、納期内に上記へ連絡してください。
生活状況などをお聞きしたうえで、徴収の猶予などを
することができます。事情により納付が困難な場合は、
そのまま放置せず、まずは連絡してください。

【平成 26年度滞納処分の執行状況】平成 26 年 12 月末現在
　財産調査　5,617 件　　財産差押え　760 件
　換価件数　1,096 件　　換価金額　57,982 千円

【納税・滞納処分Q＆ A】
Q1　借金があるから税金が納められません。
A1　法律によって、税金はすべての債務（借金含む）に優
先すると定めてあります。個人債務より税金が優先され
ます。（地方税法第 14 条）
Q2　いきなり差押えはあんまりでないか。
A2　税は納期内納付が大原則です。督促状発送日から起
算して 10 日を経過した日までに完納しない時は「差し押
えなければならない」と明示してあります。（地方税法第
331 条など）
Q3　個人の財産を勝手に調べて差押えられたが、プライ
バシーの侵害ではないの？
A3　税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき
財産すべてに対する調査権限が発生します。この権限に
より調査を受けた金融機関などの関係機関は、協力しな
ければなりません。また、財産の調査は、個人情報保護
法に一切接触しません。
Q4　差押えの前に自宅訪問はしないの？
A4　差押えなどをするにあたり、自宅訪問して納税を催
告する行政サービスは原則として行いません。差押えな
どが行われるまでには、必ず事前に督促状などの通知が
送付されています。
Q5　小額滞納でも差押えはするの？
A5　金額の大小に関わらず差押えなどを行います。「小
額の滞納だから差押えられないはず・・」といった考え
はお止めください。

　行政サービスを提供していくためには、貴重な自主財源である市税収入の確保がとても重要です。
　また、収入の確保だけでなく、公平な徴収による納税者の信頼を確保するためにも、滞納整理を推進し、滞納を防
止する必要があります。
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９
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自衛官募集 申問自衛隊大田原地域事務所　　（２２）２９４０

募集種目 応募資格 受付期間 試験日 試験会場

幹部候補生
（男女）

一般
（大卒程度）

22 歳以上 26 歳未満の方
※ 20 歳以上 22 歳未満の方は大卒（見込含）、

修士課程修了者（見込含）の方は 28 歳未満 ３月１日
～

５月１日

５月 16 日（土）・17 日
（日）

（17 日は飛行要員のみ） 宇都宮市一般（院卒者） 20 歳以上 28 歳未満の修士課程修了者（見込含）

歯科・薬剤科
専門大卒者（見込含）
※歯科：20 歳以上 30 歳未満
※薬剤科：20 歳以上 28 歳未満

5 月 16 日（土）
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７
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０
０
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・
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４
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９
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昨年のようす
（輪投げ・玉入れ選手権大会）

東東別館「安心･しあわせ館」
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